
 

 

 

様式第８号 

 

指定管理者の選定結果（公募用） 

 

１ 施 設 の 名 称   清水清見潟公園体育館、室内プール及びトレーニング室 

 

２ 指定管理者の名称   しずおかスポーツマネジメントグループ 

 

３ 指 定 期 間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

４ 選定の経緯 

（１）公募 

ア 募 集 期 間  令和７年10月29日～令和７年11月28日 

イ 申請団体（順不同）  公益財団法人 静岡市スポーツ協会 

             しずおかスポーツマネジメントグループ 

 

（２）審査方法 

ア 審査の種類 

（ア）書 類 審 査  令和７年12月11日 

（イ）プレゼンテーション  令和７年12月11日 

  イ 審査委員会 

    委員長 能口 富 （スポーツ振興課長） 

    委 員 木宮 敬信（静岡市スポーツ推進審議会会長） 

     〃  大石 孝夫（静岡市清水区スポーツ推進委員会委員長） 

     〃  池田 佳隆（スポーツ振興課 施設担当課長） 

     〃  松浦 康弘（観光政策課長） 

ウ 審査基準（審査表） 

様式第18号「指定管理申請者審査表」のとおり 

エ 決定方法（審査方法） 

各審査委員が、書類審査とプレゼンテーションの結果に基づき上記審査項目につ

いて採点し、総合点数により決定する。 

 



 

 

 

（３）審査結果 

ア 選定された団体の名称及び点数 

（ア）名 称  しずおかスポーツマネジメントグループ 

（イ）点 数  80.0点／100点満点（市が設定した最低基準点70点） 

（ウ）指定管理料提示額  100,419千円 

イ 総 評（選定の理由等） 

・しずおかスポーツマネジメントグループは、市が示した方向性や目標等を十分に理

解し事業計画に反映されている点、市スポーツ推進計画の内容を理解し、施設の特

性を活かした自主事業が事業計画に盛り込まれている点、緊急時における対策が適

切である点で評価されている。 

・現状の分析を示したうえで、管理者目線での安全対策やリスクマネジメントに高い

工夫がみられ、一般利用者のニーズへの対応として、トレーニング機器の入替やパ

ーソナルトレーニングの提案など具体的な取組がみられる。 

 

（４）指定管理者選定委員会 

委員長 総合政策局長 

委 員 総合政策局次長、市民局次長、観光交流文化局次長、環境局次長、 

保健福祉長寿局次長、保健衛生医療部長、こども未来局次長、経済局次長、 

経済局農政部長、都市局次長 

（５）市議会の議決  令和８年３月19日 

（６）指    定  令和８年３月19日 

（７）公    告  令和８年３月24日 

 






